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生きがいが実感できる“まち”を目指して 

 

これまで本市では、平成１３年度から平成２２年度を計画 

期間とする「生涯学習推進基本計画」及び平成２３年度から 

令和２年度を計画期間とする「第２次生涯学習推進基本計画」

を策定し、市民の生涯学習活動への支援に取り組むとともに、

学習成果を市民と行政との協働によるまちづくりに活かして

まいりました。 

 

令和３年度を始期とする、第６次基本構想（令和３年度から令和２２年度まで）  

におきましても、生涯学習分野をはじめとする３０の分野の取組を推進し、理想の 

未来である「充実した日々」を送ることができる“まち”を目指すこととしており、

引き続き、生涯学習をまちづくりの重要な柱と位置づけております。 

 

新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、本市においても多くの生涯学習

事業が中止となり、対面による学習活動が制限されました。一方で、ＩＣＴを活用  

した学習活動が広まるなど、生涯学習のあり方も大きく変化しようとしております。 

 

本計画の策定にあたりましては、これまでの生涯学習の蓄積を活かし、生涯学習を

取り巻く環境の変化に対応していくため、公募市民や生涯学習に関連する多様な分野

の方々で構成する「生涯学習推進市民懇談会」において検討を重ねたほか、市民   

アンケートやパブリックコメントの実施など、幅広くご意見をお聞きする機会を設け

てまいりました。 

また、より理解しやすくわかりやすい計画とするため、「生涯学習推進アクション

プラン」を作成し、本市の生涯学習事業を「見える化」したことは、成果の一つです。 

今後におきましても、市民の皆様とともに、本計画に基づき、生涯学習のさらなる

推進に取り組んでまいります。 

 

結びに、本計画の策定にあたり、ご協力いただきました多くの方々に心から感謝を

申し上げますとともに、本市の生涯学習推進のため、一層のご理解とご協力を賜り 

ますようお願い申し上げます。 

 

令和３年４月            富士見市長 星野 光弘 

  



学びにより心豊かな人生を 

 

生涯学習とは、「人々が生涯に行うあらゆる学習、すな 

わち、学校教育、家庭教育、社会教育、文化活動、スポー 

ツ活動、レクリエーション活動など様々な場や機会において

行う学習」を意味し、本市においても、生涯学習推進基本計

画を策定するとともに、平成３０年度に策定した第２次富士

見市教育振興基本計画の中で「学び合う地域社会をめざす教

育の推進」を掲げ、各種施策の推進に努めてまいりました。 

 

一方、この間にも社会情勢の変化は激しく、「少子高齢化の進展と人口減少」や「イ

ンターネットやＳＮＳの急速な普及」、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大」など

により、地域コミュニティの衰退とつながりの希薄化が一層進み、身近な地域におい

て、次世代の地域の担い手である子どもや若者も交えた多世代交流を通じた地域の絆

づくりがますます求められています。 

このような状況のもと、これまでの生涯学習の考え方と基本理念を引き継ぎつつ、

市民の皆さまからの意見を伺う生涯学習推進市民懇談会や庁内で検討を行う生涯学

習推進委員会で議論を重ね、このたび、第３次生涯学習推進基本計画を策定いたしま

した。 

 

ライフステージに合わせた学習機会の充実、地域資源を活かした生涯学習の提供、

市民間交流の促進などの施策の柱を定め、市民の皆さま一人ひとりがいつでも、どこ

でも、いつまでも、生涯学習を身近なものとして、学びを生きがいへと繋げられるよ

うにしていきたいと存じます。また、新しい生活様式にあわせてオンラインの活用等、

新たな学びの形につきましても模索してまいります。 

 

今後も、事業の実施や計画の進捗管理を円滑に行っていくことが市の生涯学習を推

進することにつながってまいります。生涯学習事業を実施する公民館や交流センター

をはじめ、資料館や図書館、市長部局との連携とともに、生涯学習推進市民懇談会の

皆さまをはじめとした市民の方々と協働し、生涯学習を推進してまいりますので、一

層のご支援とご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

令和３年４月         富士見市教育委員会 教育長 山口 武士 
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第１章 

第３次計画の策定にあたって 

 

第１節 第３次計画策定に至る経緯 

 

富士見市では、市民の生涯学習を支援するための計画として、平成１３年度から 

２２年度の１０年間を計画期間とする「富士見市生涯学習推進基本計画」（以下「第１

次計画」という。）を第４次基本構想1の部門計画として策定し、「生涯学習によるまち

づくり」という視点で事業を展開しました。 

この計画期間終了後、第１次計画を引き継ぎ、市民の生涯学習をより一層支援する

ための計画として、平成２３年度から令和２年度の１０年間を計画期間とする「第２

次富士見市生涯学習推進基本計画」（以下「第２次計画」という。）を策定しました。 

この第２次計画は、第５次基本構想の部門計画として推進する行政計画であるとと

もに、富士見市自治基本条例に基づいた市民参加と協働によるまちづくりをすすめる

ための計画として位置付けられました。 

このように富士見市の生涯学習推進基本計画は、２０年間の取組の蓄積があり、令

和元年度に実施した生涯学習市民アンケートの結果からも、市民の間で「生涯学習」

という言葉が広く認識されていることがわかります。 

この蓄積を基に、富士見市の最上位計画である第６次基本構想・第１期基本計画2や

富士見市教育振興基本計画など、関連する計画との整合を図りながら、富士見市の生

涯学習をさらに推進するために、第３次富士見市生涯学習推進基本計画（以下「第３

                             
1 基本構想 

市のまちづくりの長期的な展望を示した計画。富士見市では、第４次と第５次の基本構想は 

１０年間、第６次基本構想は２０年間を計画期間として策定された。 
2 基本計画 

基本構想で定めた目標を実現するため、具体的な施策を体系的に示した計画。第６次基本構想

の２０年間に、第１期から第４期まで各５年間の基本計画を策定する。 



 

2 

 

次計画」という。）を策定することとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和３年度～令和７年度 
令和８年度～ 

令和１２年度 

令和１３年度～ 

令和１７年度 

令和１８年度～ 

令和２２年度 

                    

                    

第６次基本構想・第１期基本計画と第３次生涯学習推進基本計画の関係 

Ḩ

 
 

 
 

 

生涯学習分野基本政策 

「自由な学びにより 

生きがいができる」 

第３次 

生涯学習推進 

基本計画 

（５年間） 

関連するその他の計画 

・第２次富士見市教育振興

基本計画 等 

次期生涯学習推進 

基本計画 

（令和７年度に検討） 

基本構想（２０年間） 

第１期基本計画 

（５年間） 

第２期 

基本計画 

第３期 

基本計画 

第４期 

基本計画 
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第２節 国・県の動向 

 

【国の動向】 

 

平成１８年度に改正された教育基本法に、「生涯学習の理念」として「国民一人一人

が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、

あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生か

すことのできる社会の実現が図られなければならない。」と規定されて以降、生涯学

習社会の実現が、社会全体で取り組むべき共通の目標とされました。 

平成３０年度には、国において第３期教育振興基本計画が閣議決定されました。こ

の計画では、ＡＩ3やビッグデータ4の活用などにより、社会が急速に変化することが

予想されるこれからの時代には、リカレント教育5や職業訓練などにより生涯を通じ

て新たな知識や技能を身に着けていくことが、生涯を通じて活躍できる豊かな人生を

送るために必要とされるとして、基本的な方針の一つに「生涯学び、活躍できる環境

を整える」が掲げられました。 

この方針に沿った教育政策の目標に、「人生１００年時代6を見据えた生涯学習の推

進」、「人々の暮らしの向上と社会の持続的発展のための学びの推進」などが挙げられ

ています。 

  

                             
3 ＡＩ（エーアイ） 

Artificial I ntelligence の略。人工知能。人間の知的能力をコンピュータ上で実現する、

様々な技術。 
4 ビッグデータ 

一般的なデータ管理・処理ソフトウエアで扱うことが困難なほど巨大で複雑なデータの集合。 
5 リカレント教育 

主に学校教育を終えた後の社会人が、学び直しのため大学等の教育機関を利用して受ける教

育。 
6 人生１００年時代 

近い将来に到来することが予測されている、多くの人が１００年以上生きることが当たり前と

なる時代。 
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【埼玉県の動向】 

 

埼玉県では、平成２４年度に、生涯学習社会を実現するための基本的な考え方や方

向性を示した「埼玉県生涯学習推進指針」が策定されました。 

この指針では、埼玉県の生涯学習に関する課題として「少子高齢化の進展」、「価値

観の多様化の進展」、「地域コミュニティの希薄化」の３つを掲げ、これらの課題解決

と生涯学習推進を図るための支援の在り方として、「学びを支える」、「学び合いを支

える」、「学びの成果の活用を支える」ことを生涯学習推進指針として定め、「学び合

い、共に支える社会」を目指すものとしています。 

さらに、令和元年度から始まった「第３期埼玉県教育振興基本計画」では、「人生１

００年時代において、人生をより豊かなものとするとともに社会が継続的に発達して

いくためには、生涯にわたって学び、自らの能力を高めていくことが重要」であり「社

会の変化に対応した学習機会の提供」が必要であることから、「ＩＣＴ7を活用するな

ど社会の変化に対応した」多様な学習機会の提供や「人生１００年時代に対応した学

び直しの在り方の検討」が必要であるとしています。 

また、「学びは、一人一人の能力の向上を通じて、社会を支え発展させるとともに

人々の交流を生み出し、地域社会の結び付きを強化」するために大きな役割が期待さ

れており、「生涯にわたる学びの成果を適切に生かして活躍できるよう支援する」必

要があることから、「学びの成果の活用の支援」や「学びを活用した地域課題解決への

支援」に取り組むこととしています。 

  

                             
7 ＩＣＴ（アイシーティー） 

Information & Communications Technology の略。情報通信技術。 
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【新型コロナウイルス感染症流行に伴う変化】 

 

このような国や埼玉県の動向のほか、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、Ｉ

ＣＴを活用したオンライン学習やビデオ会議などが普及しつつあるなど、生涯学習を

取り巻く環境の変化が見られます。 

 

第３節 富士見市の生涯学習の考え方 

 

第２次計画において、本市における生涯学習とは、市民一人ひとりがいつでも、

どこでも、いつまでも自発的に学習ができ、そのこと自体が生きがいになる「自由

な学びと生きがいづくり」と位置付けました。また、「自発的に学ぶ」ことで終わる

のではなく、学ぶことが自己の生活環境の整備、さらに学びの発展として協働によ

るまちづくりへとつながる「生活づくり」、「まちづくり」という今日的な意義があ

るものとして捉えました。 

このような認識をもとに、富士見市の生涯学習の基本理念を「市民一人ひとり

が、安心して生活し、行政との協働のもとで、いつでも、どこでも、いつまでも自

発的に学習をすすめ、そのことを通して、すべての市民が互いを尊重し、心豊かに

暮らせるまちづくりの実現を目指す。」と定めました。 

 

第２次計画策定から１０年が経過し、社会状況は様々に変化しましたが、生涯学

習をまちづくりに活かしていくという本市の考え方は、引き続き重要な意味合いを

持ち続けていることから、第３次計画の策定にあたってもその趣旨を充分に活かし

ていく必要があります。 
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第２章 

第２次計画の評価と課題 

 

第１節 第２次計画の概要 

 

第２次計画は、市民の生涯学習の振興を図ることを目的に、平成２３年度から令和

２年度までの１０年間を計画期間として策定されました。 

同計画においては、富士見市の生涯学習について「基本的な考え方」と「基本理念」

を次ページのとおり整理しました。 

そして、「基本的な考え方」と「基本理念」に基づき、３つの基本目標を定め、これ

らの基本目標それぞれに「施策の柱」と「基本施策」を位置付け、生涯学習の推進に

取り組みました。 

また、平成２７年度には中間見直しを行い、取組の方向性等について再検討を行い

ました。 
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【基本的な考え方】 

 

1.  事業の基本は市民一人ひとりの自由で自発的な「学ぶ意欲」にあるということ 

2.  「学ぶ意欲」をさらに育て、市民の主体的な学習活動を支援することが行政の

大切な責務であること 

3.  市民や関係団体や企業などと行政の協働により「学びやすい環境づくり」をす

すめること 

4.  地域の課題を解決することを通した、まちづくりに向けた学習支援であること 

5.  市民一人ひとりの課題・目的を解決・追及する力を高めていくことにつなげら

れるような事業であること 

【基本理念】 

 

市民一人ひとりが、安心して生活し、行政との協働のもとで、いつでも、どこ

でも、いつまでも自発的に学習をすすめ、そのことを通して、すべての市民が互

いを尊重し、心豊かに暮らせるまちづくりの実現を目指す。 

【基本目標】 

 

1.  生涯にわたって自由な学習ができるまち 

2.  暮らしと時代にねざす学習ができるまち 

3.  生涯学習支援体制（情報、施設、推進体制）が充実したまち 
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第２節 庁内調査に基づく評価 

 

第２次計画期間の終了に伴い、これまでの取組を評価するため、令和元年度に基本

目標１～３に基づく生涯学習事業に関する庁内調査（以下「庁内調査」という。）を実

施しました。 

この庁内調査は、事業を所管する課や公民館・資料館などの施設が、計画期間中の

事業の成果と課題について自己評価をするものです。 

庁内調査の結果は次のとおりです。 
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【基本目標１】生涯にわたって自由な学習ができるまち              

 評価  

生涯学習は、あらゆる世代の市民があらゆる機会を通して取り組むものであり、そ

の根底には市民の「学ぶ意欲」があります。 

このことから、学校・地域などと連携しながら、子どもや子育て世代、高齢者など

の世代ごとの課題やニーズに応じた学習機会の充実と支援を行いました。 

市民の自主的な学習活動への支援としては、富士見市協働によるまちづくり講座

（出前講座）8や市民人材バンク制度9を充実させたほか、富士見市民大学をはじめと

した市民によって運営される事業との連携をすすめました。 

また、生涯学習が振興されることで市民それぞれの「学び」が市民の交流につなが

り、それが地域の様々な課題の解決につながることから、地域まちづくり協議会10と

の連携など、世代や立場を超えた結びつきを作る取組のほか、地域子ども教室11や学

校応援団12など、学校と家庭・地域との連携を図る取組を推進しました。 

基本目標１に関連する事業について、参加者の評価は「好評」又は「一部課題はあ

るが好評」となっており、基本目標１はおおむね順調に取り組まれたものと評価でき

ます。 

 

 課題  

                             
8 富士見市協働によるまちづくり講座（出前講座） 

市民が主催する学習会などに、希望に応じて市職員を講師として派遣する制度。 
9 市民人材バンク制度 

地域やグループで行う学習活動、スポーツ活動、地域活動などさまざまな活動に対して指導・

協力してくれる個人・団体を登録し、その情報を提供する仕組み。 
10 地域まちづくり協議会 

町会を中心に地域の各種団体や市民、事業者等が連携して、各種団体だけでは解決できない問

題や課題について住民主体で話し合い、解決に向けて地域が一体となって取り組む組織。 
11 地域子ども教室 

子どもたちが安心安全に活動できる「居場所」をつくり、様々な体験や、異年齢・異世代間交

流などを通して多くのことを学び、社会性・自主性・創造性を育むことを目的とする取組。 
12 学校応援団 

保護者や地域住民が、学校での学習活動・交通安全確保・学校環境整備の支援などを通して、

学校・家庭・地域が連携・協力する仕組み。 
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事業への参加者や生涯学習指導者の固定化・高齢化がみられることから、周知方法

の工夫等により、新たな参加者を増やす取組や指導者の育成強化が必要です。 

 

 

 

 
市民人材バンク（えほんの魅力発見講座） 

 

 

 

市民大学（国際社会学講座） 
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【基本目標２】暮らしと時代にねざす学習ができるまち              

 評価  

第５次基本構想では将来都市像として「地域が主役のまちづくり」を掲げ、市民の

生涯学習の充実とその成果を地域に還元することによる地域課題の解決や地域活性

化に取り組んできました。 

具体的には、市の自然や産業、市民文化会館キラリ☆ふじみなどの文化芸術施設、

水子貝塚公園をはじめとした史跡など、郷土の資源を活かした学習機会を充実させま

した。また、健康、安心・安全、環境といった日々の暮らしにねざした課題や人権・

平和などの普遍的な課題についての学習機会も充実させました。 

また、市民人材バンク制度や市民学芸員制度13、防災リーダー制度14など、学習や事

業を通して地域社会に貢献しようという市民の意欲を引き出し、力を発揮できる制度

についても充実を図りました。 

基本目標２に関連する事業について、参加者の評価は大部分が「好評」又は「一部

課題はあるが好評」となっており、基本目標２は一部課題があるもののおおむね順調

に取り組まれたものと評価できます。 

 

 課題  

一部事業で参加者の固定化・高齢化がみられることから周知方法のさらなる工夫と、

仕事や育児など様々な理由で事業に参加できていない市民を対象に、より参加しやす

い環境づくりに努める必要があります。 

また、庁内調査で実施方法等の見直しが必要とされている一部の事業については、

参加者の意見も参考にしながら事業の改善をする必要があります。 

                             
13 市民学芸員制度 

水子貝塚資料館及び難波田城資料館で、市民ボランティアが、主に展示解説、資料館主催の体

験事業やイベントなどの企画や準備も含めたサポートを行う制度。 
14 防災リーダー制度 

地域防災力のさらなる向上のため、「富士見防災リーダー養成講座」を修了した市民が、地域

における防災知識の普及や防災活動などを行う制度。 



 

12 

 

 

 

 

 

 

 
富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ 

 

 

 

水子貝塚公園 
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【基本目標３】生涯学習支援体制（情報、施設、推進体制）が充実したまち              

 評価  

生涯学習を推進するためには、学習活動に取り組む市民一人ひとりを支援する学習

環境の整備が必要です。 

学習情報の提供については、広報富士見や地域の拠点施設である公民館や交流セン

ターが発行している地域情報紙（公民館だより等）、市ホームページ等による情報提

供に加え、生涯学習情報をまとめた「生涯学習ガイドブック15」により情報提供を行

いました。 

また、各地域の拠点施設による生涯学習に関する情報及び資料の収集や提供、学習

相談の充実に取り組みました。 

生涯学習施設については、機能維持やバリアフリー化に必要な改修等を行ったほか、

公共施設予約システムの導入により施設利用者にとっての利便性が向上しました。 

推進体制については、公民館運営審議会をはじめ、利用者懇談会、各種実行委員会、

地域まちづくり協議会などにより、各地域での市民参加・協働の推進が図られるとと

もに、生涯学習推進市民懇談会16を開催し、市民からの意見や要望を生涯学習の取組

に反映させたほか、庁内関係課長などで構成する生涯学習推進委員会を開催し、市全

体の生涯学習の推進に取り組みました。 

基本目標３に関連する事業について、参加者の評価は「好評」又は「一部課題はあ

るが好評」が多く、一部課題はあるもののおおむね順調に取り組まれたものと評価で

きます。 

 

 課題  

                             
15 生涯学習ガイドブック 

市が、市民に多様な学習機会の情報を提供することを目的として作成する、市の生涯学習情報

をまとめたガイドブック。 
16 生涯学習推進市民懇談会 

市の生涯学習推進にあたり、広く市民の提案を求めるために設置された、公募市民等により構

成する組織。 
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生涯学習施設の整備については、利用者や地域住民の意見を反映しつつ、市の公共

施設等マネジメント17に基づき対応する必要があります。 

 

 

富士見市生涯学習ガイドブック表紙 

 

 

公共施設予約システムトップページ  

                             
17 公共施設等マネジメント 

安全で安心な公共施設機能の提供と安定した財政運営を両立するため、市が保有する全ての公

共施設について、総合的かつ統括的に、企画、管理及び利活用を進め、経費の削減や平準化を行

うもの。 
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第３節 生涯学習に関する市民アンケート 

 

第２次計画期間終了にあたり、市民の生涯学習に対するイメージや市が行っている

事業に対する満足度を把握し、第３次計画策定に活かすため、令和元年１１月に「生

涯学習に関する市民アンケート」を実施しました。 

このアンケートの回答について、以下のとおり概要をまとめました。 

 

①「生涯学習」の認知度は高く、取り組んでいる割合も高い 

 

ü ７７％が「生涯学習」という言葉を「知っている」と回答しており、また生涯学

習の必要性についても７６％が「感じている」と回答しています。 

ü 一方で、「現在行っている活動について」の設問では、２３％が「活動を行ってい

ない」と回答しています。 

 

これらのことから、生涯学習に関する認知度と必要性を感じている市民の割合は高

く、また実際に生涯学習活動に取り組んでいる市民の割合も高いことがわかります。

一方で、現在生涯学習活動に取り組んでいない市民も一定程度いることが分かります。 
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②生涯学習に取り組めていない原因は「忙しさ」 

 

ü 現在行っている活動についての設問に「活動を行っていない」と回答した方の、

行っていない理由については、４３％が「仕事が忙しくて時間が無い」と回答し

たほか、２１％が「家事・育児が忙しくて時間が無い」と回答しています。 

 

このことから、生涯学習活動に取り組めない大きな理由が、仕事や家事・育児など

による日常生活の忙しさであることがわかります。 

 

③広報紙による情報入手が多く、情報提供への評価と期待も高い 

 

ü 情報の入手しやすさについては、「手に入りやすい」が３６％と最も多い一方で、

「手に入りづらい」、「わからない」が合わせて５６％となっています。 

ü また、情報の入手方法については、「広報紙」が最も多く、次いで「友人・知人か

らの口伝え」が多い結果となっており、「ホームページ」、「チラシ・ポスター」、

「町会等の回覧」を上回っている状況です。 

ü 一方、「どのように情報が得られたら便利だと思いますか」という設問に対しては、

「広報紙」が最も多く、次いで「町会等の回覧」、「インターネット」、「チラシ・

ポスター」、「ホームページ」が多くなっています。 

 

現在利用している情報入手方法及び希望する情報入手方法のいずれにおいても、

「広報紙」との回答が最も多い結果となっています。これは、広報富士見や公民館だ

よりなどの印刷物（紙媒体）による情報発信の充実に取り組んできた成果であると考

えられます。 
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④市民ニーズに即した事業を実施 

 

ü 「今後行いたい（行ってみたい）活動」については、「スポーツ・レクリエーショ

ン・健康に関すること」、「文化・芸術・教養・趣味に関すること」を挙げる回答

が多い状況です。 

 

回答の多かった生涯学習活動については、現在公民館等で実施している多くの事業

内容と合致するものであることから、公民館等が市民のニーズに対応した事業を実施

していることがわかります。 

 

⑤市の生涯学習関係事業への期待は幅広い 

 

ü 「さらに生涯学習を盛んにしていくため、市は今後どのようなことに力を入れる

べきだと思うか」については、「公共施設の整備」を挙げる回答が多く、次いで「サ

ークル・スポーツ団体への支援」、「市主催講座の充実」、「学習情報発信、情報提

供の充実」を挙げる回答が多い状況です。 

 

このことから、市の生涯学習に関する取組への期待は多岐にわたっていることが分

かります。 
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【アンケート結果から見える課題】 

ü 生涯学習に対する認知度や必要性を感じている割合は高い一方で、育児や仕事な

どの忙しさから生涯学習活動を行っていないという回答も少なくありません。こ

のことから、生涯学習に取り組みたくても取り組めていない方が一定程度いるこ

とが想定されるため、そのような方々への支援を検討する必要があります。 

ü 情報の入手しやすさについては、広報紙による情報発信への評価と期待が高い一

方で、現在行っている情報発信では生涯学習情報が伝わっていない市民がいるこ

ともわかります。「伝える」から「伝わる」生涯学習情報の発信ができるよう、広

報紙以外による情報提供についても工夫する必要があります。 

ü アンケート回答者の５０％以上を６０歳以上の世代が占めている一方で、１８歳

から２９歳までの若い世代の回答者は４％未満であるなど、アンケート回答者の

年代の偏りも課題です。このため、今後アンケート調査を実施する際には、若い

世代やまだ生涯学習になじみのない方も含めたすべての世代から意見や満足度を

把握するため、アンケートの設問や配布方法を工夫する必要があります。 

  



 

19 

 

第４節 第３次計画に向けて 

 

第２次計画の推進期間では、全国的な少子高齢化やＡＩなどの技術革新、急速なグ

ローバル化18による社会情勢の変化に加え、大地震や台風など自然災害を契機とした

防災意識の高まりなど、市民を取り巻く社会状況は大きく変わりました。 

これらに伴い、変化した市民の学習ニーズに応じた事業の実施など、市の生涯学習

も時勢に適応しつつ、概ね順調に推進できたものと評価できます。 

第３次計画では、第２次計画における課題点を踏まえ、今後においても、いつでも、

どこでも、いつまでも分け隔てなく学習できる環境を提供していくことが必要である

ため、わかりやすい情報提供に加え、市民一人ひとりの状況に合わせた事業の実施や

体制の整備、安心・安全な施設提供などについて、引き続き取り組んでいく必要があ

ります。 

  

                             
18 グローバル化 

資本や労働力の国境を越えた移動の活発化や貿易を通じた商品・サービスの取引や、海外への

投資が増大することによって世界における経済的な結びつきが深まること。 
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第３章 

第３次計画の概要 

 

第１節 第３次計画の位置付けと目標 

 

１ 第６次基本構想・第１期基本計画における生涯学習 

 

第６次基本構想は、令和３年度から令和２２年度までの２０年間を計画期間とする、

まちづくりの長期的な展望を示す富士見市の最上位計画であり、市民が「充実した

日々」を送ることができるまちの実現を目指すこととしています。 

基本計画は、第６次基本構想が目指すまちを実現するため、具体的な施策を体系的

に示した計画です。第６次基本構想計画期間の２０年間に、第１期から第４期までの

基本計画を作成することを予定しており、計画期間は各期５年間です。 

第１期基本計画では分野ごとに、目指す目標である「基本政策」（２０年後の未来に

おいて、“市民”がどのような状態になってほしいか）や、取り組むべき内容である

「基本施策」などが設定されており、それぞれの分野における基本政策の実現により、

第６次基本構想の目標である「充実した日々」を目指します。 

生涯学習の基本的な意味は、市民一人ひとりがいつでも、どこでも、いつまでも自

発的に学習ができ、そのこと自体が生きがいになることであるため、第１期基本計画

における生涯学習分野の基本政策は、「自由な学びによりいきがいができる」として

います。 
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２ 第３次計画の位置付けと目標 

 

第３次計画は、第６次基本構想・第１期基本計画の部門計画であることから、第１

期基本計画の基本政策である「自由な学びにより生きがいができる」の達成を第３次

計画の目標とするとともに、第１期基本計画「生涯学習分野」の基本施策と対応する

基本目標を設定します。 

また計画期間については、第１次計画及び第２次計画では１０年間としていました

が、第３次計画では社会の急速な変化を踏まえて、令和３年度から令和７年度までの

５年間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第６次基本構想（令和３年度～令和２２年度） 

理想の未来 「充実した日々」 

基本政策を達成することにより、基本構想が掲げる理想の未来の実現を目指す。 

その他の第１期

基本計画各分野

の基本政策 

第１期基本計画（令和３年度～令和７年度） 

生涯学習分野 基本政策 

「自由な学びにより生きがいができる」 

達

成 

達

成 

第
６
次
基
本
構
想
・
第
１
期
基
本
計
画 

部
門
計
画 

第３次生涯学習推進基本計画 

・第１期基本計画における生涯学習分野の基本政策実

現のため、具体的な取組を計画するもの。 

・計画の目標は、第１期基本計画の基本政策と同じ

「自由な学びにより生きがいができる」。 

具体化 
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第２節 基本的な考え方と基本理念 

 

本市の第２次計画策定後の１０年間に、社会状況は大きく変化しましたが、第２次

計画において整理した生涯学習の考え方と基本理念は、現在もなお重要な意味を持っ

ています。 

また、新型コロナウイルス感染症の流行による「新しい生活様式」の普及等に伴い、

市民の生涯学習に関するニーズも変化していくことが予想されます。 

このため、第２次計画から「基本的な考え方」及び「基本理念」を引き継ぎつつ、

社会状況の変化などを踏まえた基本目標と施策の柱を定め、施策を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【基本的な考え方（再掲）】 

1.  事業の基本は市民一人ひとりの自由で自発的な「学ぶ意欲」にあるということ 

2.  「学ぶ意欲」をさらに育て、市民の主体的な学習活動を支援することが行政の

大切な責務であること 

3.  市民や関係団体や企業などと行政の協働により「学びやすい環境づくり」をす

すめること 

4.  地域の課題を解決することを通した、まちづくりに向けた学習支援であること 

5.  市民一人ひとりの課題・目的を解決・追及する力を高めていくことにつなげら

れるような事業であること 

【基本理念（再掲）】 

市民一人ひとりが、安心して生活し、行政との協働のもとで、いつでも、どこ

でも、いつまでも自発的に学習をすすめ、そのことを通して、すべての市民が互

いを尊重し、心豊かに暮らせるまちづくりの実現を目指す。 
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第３節 施策体系 

 

 

 

  

第
３
次
計
画
の
目
標 

「
自
由
な
学
び
に
よ
り
生
き
が
い
が
で
き
る
」 

施策の柱 基本目標 計画の目標 

２９ページ～３２ページ参照 

３３ページ～３７ページ参照 

２４ページ～２８ページ参照 

基本目標①

市民の生涯学習を支援します

（ア）ライフステージに合わせた

学習機会の充実

（イ）学習環境の整備

（ウ）市民との協働による事業の充実

（エ）推進体制の充実

基本目標②

地域資源や地域の人材を活か

した生涯学習をすすめます

（ア）地域資源を活かした生涯学習の

提供

（イ）地域の人材を活かした学習機会

の提供

（ウ）新たな人材の発掘

基本目標③

生涯学習を通じた地域コミュ
ニティの活性化を目指します

（ア）学習成果の発表機会の充実

（イ）学習成果の活用機会の創出

（ウ）市民間交流の促進

（エ）生涯学習を通じたまちづくりの

推進
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第４章 

第３次富士見市生涯学習推進基本計画 

 

第１節 基本目標① 市民の生涯学習を支援します 

（施策体系上の位置付けは２３ページ参照） 

 

市民のライフステージに応じた学習機会の提供、学習情報の提供などによる学習環

境の整備、新型コロナウイルス感染症と新しい生活様式に対応した学習の支援など、

いつでも、どこでも、いつまでも生涯学習ができる環境づくりを推進し、市民の生涯

学習を支援します。 

 

【ＫＰＩ19】学習活動支援に対する満足度 （出典：市民意識調査20） 

４５．６％（平成３０年度） ⇒ ５０. ０％（令和７年度） 

 

 

仙人体操（水谷東公民館）  

                             
19 ＫＰＩ（ケーピーアイ） 

Key Performance Indicator の略。数値目標の達成のために重要となる施策の目標値。 
20 市民意識調査 

市の施策に対する市民の満足度や重要度を把握し、各種計画の策定や今後の行政運営に活用す

るため、３年ごとに行う調査。 
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【施策の柱】 

 

（ア）ライフステージに合わせた学習機会の充実 

 

社会状況の変化に伴い多様化する市民ニーズに応じた学習機会の提供に引き続き

取り組むとともに、ＩＣＴを活用したオンライン学習やビデオ会議などによる学習機

会の提供を進めます。 

 

【ＫＳＦ21】自分のライフステージに合った事業が行われていると感じる人の割合 

（出典：Ｗｅｂアンケート22） 

１４．７％（令和２年度） ⇒ ２５. ０％（令和７年度） 

 

取組の方向性 

ü 子育てに関する学習機会の充実 

ü 健康に関する事業の推進 

ü 防災・防犯、平和・人権、環境、男女共同参画、国際理解等に関する学習機会の

充実 

ü 行政課題に関する学習機会の充実 

ü 市民大学・コミュニティ大学等への支援 

ü 高齢者学級活動の充実 

ü ＩＣＴを活用した学習機会の充実 

ü 障がい者の学習機会の充実  

                             
21 ＫＳＦ（ケーエスエフ） 

Key Success Factor の略。ＫＰＩ（前頁の脚注参照）達成のために重要となる取組の目標

値。 
22 Ｗｅｂアンケート 

市政に対する市民の評価、意向等を把握し、市政に反映させるため、ご協力いただける市民を

募って実施する、インターネットを利用したアンケート調査。 
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（イ）学習環境の整備 

 

公民館・交流センターや図書館などの生涯学習施設については、ユニバーサルデザ

イン23を意識した機能整備をすすめ、すべての市民が利用しやすい施設提供に努めま

す。 

学習情報については、市ホームページや広報紙、地域情報誌をはじめとした様々な

方法により、分かりやすく伝わりやすい情報提供に努めます。また、生涯学習に関す

る相談体制の充実に努めます。 

学習指導者については、市民人材バンク制度などを活用した生涯学習指導者の確保

と新たな指導者の発掘をすすめます。 

 

【ＫＳＦ】生涯学習に関する情報が手に入りやすいと回答した人の割合 

（出典：生涯学習に関する市民アンケート） 

３６．０％（令和元年度） ⇒ ４０．０％（令和７年度） 

 

 

  

                             
23 ユニバーサルデザイン 

デザインの面から、文化・言語・国籍や年齢・性別・能力などの違いにかかわらず、出来るだ

け多くの人が利用できる建築・製品・情報などを目指す取組。 
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取組の方向性 

ü ホームページ、広報紙等による情報発信 

ü 情報を受け取る市民目線に立った情報提供 

ü 生涯学習ガイドブックの発行 

ü 公の施設24の職員による相談体制の充実 

ü 市民人材バンク制度の充実 

ü 多様な学びを支援する公の施設の機能充実 

ü 図書館による学習支援の充実 

ü 新型コロナウイルス感染症と新しい生活様式に対応した学習機会の充実 

ü 身近な場所で学び直しができる環境整備 

 

 

（ウ）市民との協働による事業の充実 

 

幅広い市民の意見や要望を反映した事業を実施するため、市民との協働による事業

の充実に努めます。 

 

【ＫＳＦ】市民団体との協働事業の実施数 （出典：協働推進課資料） 

     延べ１１６回（令和元年度） ⇒ 延べ１３６回（令和７年度） 

 

取組の方向性 

ü 市民との協働による事業の充実 

ü 市民と協働する機会の充実 

  

                             
24 公の施設 

福祉の増進を目的として、市が市民の利用に供するために設ける施設。 
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（エ）推進体制の充実 

 

生涯学習を推進するため、市民参加による生涯学習推進市民懇談会と、行政による

全庁的組織の生涯学習推進委員会により本計画の進捗管理を行います。 

計画の進捗管理にあたっては、富士見市生涯学習推進アクションプラン25（以下「ア

クションプラン」という。）を作成し、進捗状況の評価などを行います。 

また、市民が自ら行う生涯学習の取組が広がり、発展していくためには、その活動

を支える拠点施設との連携が重要であることから、生涯学習推進委員会などで情報を

共有し、関係部署間の連携に努めます。 

 

【ＫＳＦ】生涯学習推進市民懇談会の実施回数 （出典：生涯学習課資料） 

２回（令和元年度） ⇒ 継続（令和７年度） 

 

取組の方向性 

ü 実行委員会・審議会・公民館運営審議会への市民参画機会の充実 

ü 生涯学習推進市民懇談会及び生涯学習推進委員会による計画の進捗管理及び情報

交換 

ü アクションプランの作成及び進捗管理 

 

  

                             
25 アクションプラン 

特定の目標を達成するために作成する行動計画。 
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第２節 基本目標② 地域資源や地域の人材を活かした生涯学習を 

すすめます 

（施策体系上の位置付けは２３ページ参照） 

 

本市の郷土芸能や自然環境、農業・商工業などの地域資源や、これまでの生涯学習

活動の蓄積、地域の多様な人材などを活かした生涯学習をすすめます。 

 

【ＫＰＩ】市民人材バンクを活用して「よかった」と回答した人の割合 

（出典：市民人材バンク利用報告書） 

８９．０％（令和元年度） ⇒ ９０. ０％（令和７年度） 

 

 

 

市民人材バンク（マジック） 
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【施策の柱】 

 

（ア）地域資源を活かした生涯学習の提供 

 

水子貝塚公園（資料館）や難波田城公園（資料館）などの歴史公園や文化財・郷土

芸能、豊かな自然、市民文化会館キラリ☆ふじみでの文化芸術の創造と発信、農業や

商工業などの地域資源を活用した学習の機会を充実させることにより、本市の魅力の

再発見と地域への愛着醸成につながる生涯学習を推進します。 

 

【ＫＳＦ】地域の産業や資源、歴史や文化を活かした事業数 

（出典：第２次生涯学習推進基本計画実績調査） 

１８事業／年（令和元年度） ⇒ ２０事業／年（令和７年度） 

 

取組の方向性 

ü 水子貝塚資料館・難波田城資料館で実施する各種事業の充実 

ü 市民文化会館キラリ☆ふじみの文化芸術事業の充実 

ü 文化財の保存や活用への支援 
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（イ）地域の人材を活かした学習機会の提供 

 

生涯学習のさらなる活性化に向け、地域の人材を活かした生涯学習の取組をすすめ

ます。また、生涯学習活動に取り組む市民に対し、生涯学習指導者や生涯学習ボラン

ティアとして活躍してもらう機会を創出することで、生涯学習の成果を活かしたまち

づくりを推進します。 

 

【ＫＳＦ】市民人材バンクの依頼件数 （出典：生涯学習課資料） 

５２２件／年（令和元年度） ⇒ ５５０件／年（令和７年度） 

 

取組の方向性 

ü 市民人材バンク登録者数の拡大 

ü 防災・防犯対策事業（防災リーダー・防犯リーダー養成講座、青色防犯パトロー

ル等）の充実 

ü 市民学芸員や資料館友の会26との協働による事業の推進 

 

  

                             
26 資料館友の会 

土器の復元や、伝統技術の継承、市内文化財の調査やガイドなど、資料館事業への協力を行っ

ている会。 
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（ウ）新たな人材の発掘 

 

生涯学習活動参加者の固定化や高齢化の課題に対応するため、地域の人材を掘り起

こす取組の充実に努めます。 

 

【ＫＳＦ】地域の担い手育成を推進する事業数 （出典：生涯学習課資料） 

２３事業／年（平成３０年度） ̰ ２５事業／年（令和７年度） 

 

取組の方向性 

ü 新たな生涯学習活動の指導者やボランティアの育成 

ü 生涯学習活動への新たな参加者を増やす取組の充実 

ü 地域デビュー講座等新たな参加者を掘り起こす事業の充実 
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第３節 基本目標③ 生涯学習を通じた地域コミュニティの活性化を目

指します 

（施策体系上の位置付けは２３ページ参照） 

 

基本理念に掲げる「心豊かに暮らせるまちづくり」を実現するため、市民と市民、

市民と地域の繋がりを創出する取組を推進し、地域コミュニティの活性化につなげま

す。 

 

【ＫＰＩ】生涯学習を通じて「つながり」を感じている人の割合 

（出典：Ｗｅｂアンケート） 

２９．２％（令和２年度） ⇒ ４０．０％（令和７年度） 

 

 

 

 

つるせ公民館祭り打ち上げ 

  



 

34 

 

【施策の柱】 

 

（ア）学習成果の発表機会の充実 

 

学習成果を発表する機会の充実により、さらに学習を深めるとともに、市民間交流

の充実を目指します。 

 

【ＫＳＦ】文化祭等への参加人数（出典：各事業報告書・主要な施策の成果報告書） 

２１，０００人（平成３０年度） ⇒ ２２，０００人（令和７年度） 

 

取組の方向性 

ü 富士見市民文化祭、各地域の文化祭への支援 

ü 新たな発表機会の創出 

ü 生涯学習施設の交流コーナー・フリースペースを活用した発表機会への支援 
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（イ）学習成果の活用機会の創出 

 

生涯学習の成果を、個人的な自己実現で完結させるのではなく、ボランティア活動

や生涯学習指導者としての活動、地域課題の解決などに活かし、学習成果を地域に還

元し社会に役立てることで、地域コミュニティの活性化を図ります。 

 

【ＫＳＦ】市民人材バンクの依頼件数（再掲） （出典：生涯学習課資料） 

５２２人／年（令和元年度） ⇒ ５５０人／年（令和７年度） 

 

取組の方向性 

ü 市民人材バンク登録者数の拡大（再掲） 

ü 市民人材バンクの利用促進 

ü 防災・防犯対策事業（防災リーダー・防犯リーダー養成講座、青色防犯パトロー

ル等）の充実（再掲） 

ü 市民学芸員や資料館友の会との協働による事業の推進（再掲） 
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（ウ）市民間交流の促進 

 

市民間のコミュニケーションが活性化することにより、地域コミュニティに積極的

に関わる新たな市民を増やすため、市民同士が交流できる仕組みを創出します。 

 

【ＫＳＦ】交流会等の実施回数 （出典：生涯学習課資料） 

１８回／年（令和元年度） ⇒ 充実・拡大（令和７年度） 

 

取組の方向性 

ü 各事業に参加した市民間の交流の充実 

ü 地域にねざした行事等の活性化への支援 

ü 生涯学習活動への新たな参加者を増やす取組の充実（再掲） 

 

  



 

37 

 

（エ）生涯学習を通じたまちづくりの推進 

 

公民館等の地域の拠点施設が、様々な個人や団体をつなぐ役割を担うことで、地域

コミュニティの充実を図り、生涯学習を通じた心豊かに暮らせるまちづくりを目指し

ます。 

また、生涯学習をまちづくりへ活かす市民活動への支援をすすめます。 

 

【ＫＳＦ】協働によるまちづくり講座の実施回数（出典：主要な施策の成果報告書） 

３３回／年（令和元年度） ⇒ ３５回／年（令和７年度） 

 

取組の方向性 

ü 富士見市コミュニティ大学27をはじめとした地域活動団体への支援 

ü 地域まちづくり協議会との連携 

ü 地域の福祉活動等への支援 

  

                             
27 富士見市コミュニティ大学 

60歳以上の方を対象に、生きがいづくりを支援することを目的として、学習機会と参加者同

士の交流機会を創出する市民による組織。 
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第５章 

計画の推進体制 

 

第１節 計画の推進体制 

 

市の生涯学習を推進していくためには、生涯学習に取り組む市民、生涯学習事業を

実施する各公民館や交流センター等、生涯学習の担当部署である生涯学習課やその他

の関係部署が連携・協働しながら、事業の実施や計画の進捗管理を円滑に行っていく

ことが必要です。 

このため、市民組織である生涯学習推進市民懇談会と、全庁的組織として設置され

ている生涯学習推進委員会を中心に、計画を推進していくこととします。 
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第２節 富士見市生涯学習推進アクションプラン 

 

第３次計画の目標「自由な学びにより生きがいができる」を達成するためには、

各基本目標のそれぞれの「施策の柱」に関連付けられた「取組の方向性」に沿った

事業を計画的に実施し、各数値目標（基本目標のＫＰＩや施策の柱のＫＳＦ）の達

成を目指していく必要があります。 

アクションプランは、この目標達成のために、市（公民館・交流センター・資料

館などの施設や生涯学習課等）が取り組む様々な事業を計画し実行するものです。 

目標達成に向け、生涯学習推進市民懇談会や生涯学習推進委員会において、アク

ションプランの進捗状況の評価・確認と課題の洗い出しを毎年度実施します。 
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資 料 編 
 

 

※ 資料編の内容は、全て令和２年度時点のものです。令和３年４月１日の組織改正

により、課の名称等が変更されました。 
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１ 計画の検討経過 

 

【富士見市生涯学習推進委員会】 

 

令和元年 

１０月 ９日 第２次計画の評価方法及び生涯学習市民アンケートについて 

令和２年 

９月２３日 第３次計画骨子案について 

１２月１１日 第３次計画案について 

 

【富士見市生涯学習推進市民懇談会】 

 

平成３１年（令和元年） 

２月 ８日 計画改定のスケジュールについて 

３月２７日 第２次計画の評価方法について 

７月１９日 生涯学習市民アンケートについて 

１０月２３日 生涯学習市民アンケートについて 

        生涯学習推進基本計画の在り方について 

令和２年 

１０月１２日 生涯学習市民アンケート結果について 

        第２次計画の評価結果について 

        第３次計画骨子案について 

１２月１６日 第３次計画案について 

 

【パブリックコメント】 

 

実施期間 令和３年２月１日（月）～３月１日（月） 

提出意見 ４件 

対  応 意見に基づき計画を修正するもの １件 

     既に計画で対応済みのもの    １件 

     今後の参考とするもの      ２件 
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２ 富士見市生涯学習推進市民懇談会 

 

【富士見市生涯学習推進市民懇談会開催要領】 

 

（趣旨） 

第１条 本市における生涯学習を推進するにあたり、広く市民の意見を求めるた

め、富士見市生涯学習推進市民懇談会（以下「市民懇談会」という。）を開催す

ることに関し必要な事項を定めるものとする。 

（意見を求める事項） 

第２条 市民懇談会において意見を求める事項は、次のとおりとする。 

(1) 富士見市生涯学習推進基本計画の推進に関すること 

(2) その他市長が意見を求める必要があると認める事項 

（参加者） 

第３条 市民懇談会の規模は、１２人以内とし、次に掲げる者のうちから期間を定

めて参加を求めるものとする。 

(1) 学識経験者 

(2) 市民団体等の代表者 

(3) 市民 

(4) その他市長が必要と認める者 

（運営） 

第４条 市民懇談会に当該市民懇談会を進行する座長１人を置き、市民懇談会に参

加した者の互選によってこれを定める。 

（開催） 

第５条 市民懇談会は、市長が招集し、開催する。 

（庶務） 

第６条 市民懇談会の庶務は、自治振興部地域文化振興課及び教育委員会生涯学習

課において処理する。 

 



 

43 

 

（その他） 

第７条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要領は、平成２５年１１月１日から施行する。 

この要領は、令和２年７月１６日から施行する。 
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【富士見市生涯学習推進市民懇談会参加者名簿】 

 

 氏名 推薦団体等 

座長 猪俣 由美子 男女共同参画推進会議 

参加者 渡邉 知広 富士見市図書館協議会 

〃 関根 健一 富士見市公民館運営審議会 

〃 新井 さよ子 富士見市コミュニティ大学運営役員会 

〃 荒井 章夫 富士見市市民人材バンク推進員の会 

〃 浅野 史彦 NPO法人ふじみっこ・夢みらい 

〃 瀬戸 篤 NPO法人富士見市民大学 

〃 上川 勇治 富士見市文化芸術振興委員会 

〃 𢰝木 道代 社会教育委員会議 

〃 小栗 知実 子ども大学ふじみ実行委員会 

〃 大下 恵子 市民公募 

〃 戸塚 隆久 市民公募 
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３ 富士見市生涯学習推進委員会 

 

【富士見市生涯学習推進委員会設置要綱】 

 

 （設置） 

第１条 富士見市の生涯学習を推進するため、富士見市生涯学習推進委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、富士見市生涯学習推進基本計画及び生涯学習の推進に

関することとする。 

 （組織） 

第３条 委員会は、別表に掲げる職をもって組織する。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、自治振興部地域文化振興課長の職にある者をもって充てる。 

３ 副委員長は、教育委員会生涯学習課長の職にある者をもって充てる。 

４ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説

明を聴くことができる。 

 （作業部会） 

第６条 委員会は、第２条に係る事務を行わせるため、必要に応じて作業部会を置く

ことができる。 

２ 作業部会に必要な事項は、委員長が別に定める。 

 （事務局） 

第７条 委員会の庶務は、自治振興部地域文化振興課及び教育委員会生涯学習課で構

成する事務局において処理する。 

 （委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年５月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２１年５月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 
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  附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

 別表（第３条関係） 

 委員会の構成 

委 員 長 自治振興部 地域文化振興課長 

副委員長 教育委員会 生涯学習課長 

委 員 総務部 秘書広報課長 

〃 総合政策部 政策企画課長 

〃 自治振興部 協働推進課長 

〃 自治振興部 鶴瀬西交流センター所長 

〃 市民生活部 人権・市民相談課長 

〃 子ども未来部 保育課長 

〃 健康福祉部 高齢者福祉課長 

〃 まちづくり推進部 まちづくり推進課長 

〃 建設部 交通・管理課長 

〃 教育委員会 学校教育課長 

〃 教育委員会 鶴瀬公民館長 

〃 教育委員会 水子貝塚資料館長 

※事務局 地域文化振興課、生涯学習課  
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【富士見市生涯学習推進委員会委員名簿】 

 

委員長 自治振興部 地域文化振興課長 平 輝軌 

副委員長 教育委員会 生涯学習課長 深迫 国宏 

委員 総務部 秘書広報課長 森園 幸則 

〃 総合政策部 政策企画課長 濱島 寛明 

〃 自治振興部 協働推進課長 荒田 和久 

〃 自治振興部 鶴瀬西交流センター所長 大堀 一敏 

〃 市民生活部 人権・市民相談課長 中嶋 泰裕 

〃 子ども未来部 保育課長 中島 雄一 

〃 健康福祉部 高齢者福祉課長 宮嶋 由加里 

〃 まちづくり推進部 まちづくり推進課長 栗林 直樹 

〃 建設部 交通・管理課長 近藤 徹 

〃 教育委員会 学校教育課長 石井 勝博 

〃 教育委員会 鶴瀬公民館長 冨塚 一資 

〃 教育委員会 水子貝塚資料館長 和田 晋治 
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４ 市民アンケート結果の概要 

 

【調査方法等】 

 

◆調査対象  ①市内在住で満 18歳以上の市民男女 1,000 名を無作為抽出 

       ②公共施設利用者（公民館・交流センター・コミュニティセンター）120部 

 ◆調査方法  ①郵送発送・郵送回収（同封の返信用封筒） 

         無記名アンケート方式 

        ②公共施設窓口にアンケート用紙を設置・窓口回収 

 ◆調査期間  令和元年 11月 1 日（金）～11月 29日（金） 

 

【回収数・回収率】 

 

 ①無作為抽出  420／1,000 部 回収率 42.0％ 

 ②施設利用者   37／ 120部 回収率 30.8％ 

 

  合  計   457／1,120 部 回収率 40.8％ 

 

【主な設問と結果】 

 

ŪǉǱǦǵ₴ ǲǫǋǭ ǏǭǖǧǜǋƳ 

 2  

 15  

 5  

 68  

 79  

 8  

 114  

 29  

̊ʣ 8  

ᶥ ǱǞ 6  
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ūǉǱǦǶƼ ἶ ƽǯǋǍ ș ǪǭǋȅǠǒƳ 

ǪǭǋȒ 353  

ȐǱǋ 95  

ᶥ ǱǞ 9  

 

ŬǉǱǦǶƲ ǒȐ ἶ ǵⱳ șר ǟǭǋȅǠǒƳ 

▌ǖ ǟǭǋȒ 9  

ǰǨȐǒǯǋǏǷ ǟǭǋȒ 248  

ǰǨȐǒǯǋǏǷ ǟǭǋǱǋ 49  

Ћǖ ǟǭǋǱǋ 16  

ȖǒȐǱǋ 38  

ᶥ ǱǞ 7  

 

ŭǉǱǦǓ ᷀ ǪǭǋȒ ҲǶ̲ǮǠǒƳ ǫȅǮᶥ ֯  

װ Ǳȉǵ ɵ ɵ ɵ ɵɪȭɨȦɶ 

ȵɥɱ ҲǱǰ  
184  

Ǳȉǵ ἶɵ ֲɵ ἶɵ ἶǱǰ  51  

̝ᵂ ǲ ǠȒȉǵ ̝ɵ ˗ɵᶮ ɵ ṑɵ 

ȦɋɩȬɶǱǰ  
33  

β∆ɵȷɛɶɂ β∆ ɵӣἶɵ ɵȶɥȬɱȮɵ 

Ǳǰ  
192  

ὤ↨ ǲ☻ ǫ ɵ ɵᴇ ɵ Ȇ Ǳǰ  54  

ἧ ǭɵ ǲ☻ ǫȉǵ ὤ↨ ɵ℗Ѓ ɵ  

ᵂ Ǳǰ  
38  

ʣⱳ Ǳ ɵ ˿˗ǲ ͜ǵǉȒ ȋ ǵ

♬Ǳǰ  
58  

Ḹ ǵ̓ǋ ȋȢɱȽɶɋɁɆǲ ǠȒǚǯ 26  

ɚɧɱɄȡȠ ҲǵǦȈǲⱳ Ǳ ȋ ǵ ♬ 35  

̱ ȋ ̱ Ǳǰǵ̱ Ҳ 18  

ἶ ɵᾐ ɵẎἶɵẎἶ Ǳǰ Ǯǵἶ  7  

Ǥǵ̀. 12  

Ҳș ǪǭǋǱǋ 106  
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ŮǉǱǦǶǛ Ǔ ǪǭǋȒ Ҳǲ ǞǭǋȅǠǒ 

ǞǭǋȒ 131  

ǰǨȐǒǯǋǏǷ ǞǭǋȒ 170  

ǰǨȐǒǯǋǏǷ ǞǭǋǱǋ 33  

ǞǭǋǱǋ  11  

ȖǒȐǱǋ 7  

ᶥ ǱǞ 105  

 

ů ǞǭǋǱǋ Ƕ̲ǮǠǒƳ ǫȅǮᶥ ֯  

ĦŮǮƼǰǨȐǒǯ ǏǷ ǞǭǋǱǋƽƼ ǞǭǋǱǋƽǯ ǏǦ ǵȆ 

ἶ ḸǓЊ ǞǬȐǋ 13  

̱ѰǓ ǪǭǋǱǋ 10  

ἶ ɚɧɱɄȡȠǵ ɵ Ǔʥ ǞǭǋȒ 6  

Ẏἶȋ̔ ǯ ǞǦἶ ̝ǓᾜǱǋ 10  

ἶ ҲǓǮǔȒḹ ǓᾜǱǋ ˔ Ǔ֝ȓǱǋ

ȅǦǶ֝ȑǬȐǋ  
11  

ᾚ Ǔʥ ǞǭǋȒ 13  

ǵ̓ Ǔ ǋ 8  

Ǥǵ̀ 15  

 

Ű Ҳș ǪǭǋǱǋ Ƕ̲ǮǠǒƳ ǫȅǮᶥ ֯  

ĦŭǮƼ Ҳș ǪǭǋǱǋƽǯ ǏǦ ǵȆ 

˿˗ǓꜗǞǖǭ Ǔ ǋ 46  

ὤ˗ɵ ЃǓꜗǞǖǭ Ǔ ǋ 22  

ǓǒǒȒ 24  

ⱳ Ǳ ḸǓЊ ǮǔǱǋǒȐ 14  

ʝ ǲἶ ȋ ҲǠȒ̎ ǓǋǱǋ 12  

Ǳḹ ǲ Ǔ ǋ 13  

ҲКὦȋ ǓֻȖǱǋ 18  

ǲἶ ǠȒⱳ șר ǟǱǋ 23  

̲șǞǭ ǋǒȖǒȐǱǋ 27  

Ǥǵ̀ 7  
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ű ἶ ǲ ǠȒ ḸǶ ǲЊȑȋǠǋǯדǋȅǠǒƳ 

ǲЊȑȋǠǋ 166  

ǲЊȑǬȐǋ 119  

ȖǒȐǱǋ 135  

ᶥ ǱǞ 37  

 

ŲǰǵȏǍǲ Ḹș♬ǭǋȅǠǒƳ ǫȅǮᶥ ֯  

ĦűǮƼ ǲЊȑȋǠǋƽǯ ǏǦ ǵȆ 

ⅎḸ  130  

əɶɞɘɶȶ 46  

ȿɧȵɵɛȷȽɶ 47  

̝ ǵᶥ  41  

Ʋ  21  

ɧȶȨƲɄɪɑ 19  

˲Ʋ֘˲ǒȐǵ֥̟Ǐ 65  

ȳɶȭɩ ǵ ȅȑǵǯǔ 33  

ȢɱȽɶɋɁɆ Ǳǰ  41  

Ḹ  9  

Ǥǵ̀ 5  

 

ųǰǵȏǍǲ ḸǓ♬ȐȓǦȐ͛ѫǧǯדǋȅǠǒƳ ǫȅǮᶥ ֯  

ĦűǮƼ ǲЊȑǬȐǋƽǯ ǏǦ ǵȆ 

ⅎḸ  86  

əɶɞɘɶȶ 40  

ȿɧȵɵɛȷȽɶ 43  

̝ ǵᶥ  53  

Ʋ  12  

ɧȶȨƲɄɪɑ 13  

˲Ʋ֘˲ǒȐǵ֥̟Ǐ 12  

ȳɶȭɩ ǵ ȅȑǵǯǔ 9  

ȢɱȽɶɋɁɆ 46  

Ḹ  6  

Ǥǵ̀ 1  
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Ŵ˹♥ƲǰǵȏǍǱ Ҳș ǋǦǋ ǪǭȆǦǋ ǮǠǒ ǫȅǮᶥ ֯ Ƴ 

᷂Ḣ Ҳǲ ǠȒǚǯ 84  

ɚɧɱɄȡȠ Ҳǲ ǠȒǚǯ 65  

Ҳǲ ǠȒǚǯ 8  

ӓɵ ɵ ɵ ǲװ ǠȒǚǯ 176  

ȷɛɶɂɵɪȭɨȦɶȵɥɱɵβ∆Ǭǖȑǲ

ǠȒǚǯ 
193  

ȋ Ʋ ǵ֝♬ǲ ǠȒǚǯ 85  

̝ ǲ ǠȒǚǯ ̝ɵ ṑɵ

˲ ɵȅǨǬǖȑǱǰ  
60  

ɏȻȱɱɵȢɱȽɶɋɁɆǲ ǠȒǚǯ 65  

ἧ ǭɵ ǲ ǠȒǚǯ 38  

ǲǱǋ 49  

Ǥǵ̀ 5  

 

ŵǜȐǲ ἶ ș ȚǲǞǭǋǖǦȈƲ⁸Ƕ˹♥ǰǵȏǍǱǚǯǲҘșЊȓȒȀǔ

ǧǯדǋȅǠǒƳ ǫȅǮᶥ ֯  

ȳɶȭɩɵȷɛɶɂᶧ̱ǿǵ  99  

ɚɧɱɄȡȠ Ҳǿǵ  72  

⁸ʺσ ↔ǵϹὕ 96  

ЏВ ǵ ρ 162  

̔ ɵẎἶ ǯǵ  65  

ἶ Ḹ ͬƲ Ḹ ͑ǵϹὕ 96  

ᾚ Ǳǰǵ˲ Ʋ  73  

ἶ ֥ǵϹὕ 25  

Ҳ ș ǒǢȒḹǯ ̸̝ȑ 75  

᷂ḢȱɝɣɉɄȡǵ͝  69  

̮ ɉɶȸǵ Ʋ֚  73  

ǲҘșЊȓȒⱳ ǶǱǋ 13  

Ǥǵ̀ 16  
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５ 第２次計画に係る生涯学習事業に関する庁内調査結果の概要 

 

【実施時期】 

 

令和元年１０月～１１月 

 

【対象事業数】 

 

１４１事業 

 

【事業の評価方法】 

 

各所管課が、実施する令和元年度実施事業実績について「目標の達成」「継続性」

「参加者の声」「総合評価」の各項目を評価した。 

 

【各項目の評価内容】 

 

目標の達成 

Ａ 順調に進捗し達成している 

Ｂ 一部課題はあるが概ね達成している 

Ｃ 課題があり達成は困難 

継続性 

Ａ 次年度も継続 

Ｂ 次年度の取組は未定 

Ｃ 単年度事業のため終了 

参加者の声 

Ａ 好評を得ている 

Ｂ 一部課題はあるが概ね好評を得ている 

Ｃ 改善を求める声が多い状況にある 

総合評価 

Ａ 達成に向け順調に進捗 

Ｂ 一部課題はあるが順調に進捗 

Ｃ 実施方法の見直し検討 

Ｄ 継続の是非を検討 
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【評価結果の集計】 

 

  Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

基本目標１ 

 

生涯にわたって自由な学習がで

きるまち 

目標の達成 70 217 0  

継続性 284 3 0  

参加者の声 170 117 0  

総合評価 85 200 2 0 

基本目標２ 

 

暮らしと時代にねざす学習がで

きるまち 

目標の達成 19 100 0  

継続性 116 3 0  

参加者の声 38 78 3  

総合評価 27 88 4 0 

基本目標３ 

 

生涯学習支援体制（情報、施

設、推進体制）が充実したまち 

目標の達成 33 69 0  

継続性 102 0 0  

参加者の声 49 53 0  

総合評価 38 64 0 0 

 

※ 一つの事業が、複数の「基本目標」「施策の柱」「基本施策」に関連している場合

には、重複して集計しています。 
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